
へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成31年３月29日 

岩手県人事委員会       

委員長 熊 谷 隆 司  

岩手県人事委員会規則第６号 

   へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則 

 へき地手当等に関する規則（昭和35年岩手県人事委員会規則第21号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条、第３条関係） 別表第１（第２条、第３条関係） 

    小学校     小学校 

 所管教

育事務

所 

学 校 所在地 級別区分 

  所管教

育事務

所 

学 校 所在地 級別区分 

 

 盛岡教 小屋瀬小学校  ［略］  ［略］   盛岡教 小屋瀬小学校  ［略］  ［略］  

 育事務 吉ヶ沢小学校 岩手郡葛巻町葛巻    育事務      

 所 五日市小学校  ［略］    所 五日市小学校  ［略］   

   ［略］     ［略］  

  ［略］    ［略］  

 宮古教  ［略］     宮古教  ［略］    

 育事務 赤前小学校  ［略］  ［略］   育事務 赤前小学校  ［略］  ［略］  

 所 田老第三小学

校 

宮古市田老    所     

  新里小学校  ［略］     新里小学校  ［略］   

   ［略］  ［略］      ［略］  ［略］   

  荒川小学校  ［略］     荒川小学校  ［略］   

  二升石小学校 下閉伊郡岩泉町二升石         

  小川小学校 

門小学校 

浅内小学校 

田野畑小学校 

 ［略］ 

 ［略］ 

下閉伊郡岩泉町浅内 

 ［略］ 

    小川小学校 

門小学校 

 

田野畑小学校 

 ［略］ 

 ［略］ 

 

 ［略］ 

  

  ［略］    ［略］  

    中学校     中学校 

 所管教

育事務

所 

学 校 所在地 級別区分 

  所管教

育事務

所 

学 校 所在地 級別区分 

 

  ［略］    ［略］  

 中部教

育事務

所 

 ［略］   中部教

育事務

所 

 ［略］  

 県南教 田原中学校 奥州市江刺田原 １級         



 育事務           

 所           

 沿岸南

部教育

事務所 

 ［略］   沿岸南

部教育

事務所 

 ［略］  

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

    中学校     中学校 

 所管教育事務所 学 校 所在地   所管教育事務所 学 校 所在地  

  ［略］      ［略］   

 県北教育事務所 夏井中学校 

御辺地中学校 

 ［略］ 

二戸市安比 

  県北教育事務所 夏井中学校  ［略］  

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成31年４月１日から施行する。 
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